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平成 23 年８月５日 

各 位 

会 社 名 株式会社 塩見ホールディングス 

代表者名 代表取締役社長 塩見 信孝 

（コード番号2414・大証２部） 

問合せ先 取締役財務部長 杉西 康広 

Ｔ Ｅ Ｌ 082-568-8128 

 

 

（訂正）「平成 23 年３月期内部統制監査報告書に関する監査意見不表明に関するお知ら

せ」に関する一部訂正について 

 

当社が平成23年７月29日に公表しました｢平成23年３月期内部統制監査報告書に関する監査意見不

表明に関するお知らせ｣につきまして、一部内容に訂正がございましたので、下記のとおりお知らせい

たします。なお、訂正箇所は下線にて表示しています。 

 

記 

 

〈訂正前〉 

２．内部統制監査報告書の内容 

受領した監査報告書に記載された内容は以下のとおりであります。 

 私たちは、金融商品取引法第 193 条の２の第２項の規定に基づく監査証明を行うために、株式会社塩見ホールディン

グスの平成 23 年３月 31 日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制整備及び運用並びに

内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、私たちの責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見表明

することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽を完全には防止又は発見することができない可

能性がある。 

 私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監

査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、私たちに内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの

合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告にかかる内部統制の評価

範囲、評価手続き及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討する

ことを含んでいる。 

記 

 

私たちは、上記内部統制報告書に関して経営者確認書を入手することができなかった。このため内部統制報告書の適

正性を保証する証拠が入手できず、内部統制報告書に対する意見表明のための合理的な基礎を得ることができなかっ

た。 

私たちは、上記の内部統制報告書が、上記の事項が内部統制報告書に与える影響の重要性に鑑み、我が国において一

般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、株式会社塩見ホールディングスの平成

23 年３月 31 日現在における内部統制報告書が、適正に表示しているかどうかについて意見を表明しない。 

 

会社と私たちとの間には、公認会計士法に規定により記載すべき利害関係はない。 

以上
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〈訂正後〉 

２．内部統制監査報告書の内容 

受領した監査報告書に記載された内容は以下のとおりであります。 

 私たちは、金融商品取引法第 193 条の２の第２項の規定に基づく監査証明を行うために、株式会社塩見ホールディン

グスの平成 23 年３月 31 日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制整備及び運用並びに

内部統制報告書を作成する責任は、経営者にある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽を完全には防

止又は発見することができない可能性がある。 

 私たちは、下記事項を除き我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠

して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、私たちに内部統制報告書に重要な虚偽の表示が

ないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告にかかる

内部統制の評価範囲、評価手続き及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の

表示を検討することを含んでいる。 

記 

 

私たちは、上記内部統制報告書に関して経営者確認書を入手することができなかった。このため内部統制報告書の適

正性を保証する証拠が入手できず、内部統制報告書に対する意見表明のための合理的な基礎を得ることができなかっ

た。 

私たちは、上記の事項が内部統制報告書に与える影響の重要性に鑑み、株式会社塩見ホールディングスの平成 23 年

３月 31 日現在の財務報告に係る内部統制は有効でないと表示した上記の内部統制報告書が、財務報告に係る内部統制

の評価について、適正に表示しているかどうかについて意見を表明しない。 

 

会社と私たちとの間には、公認会計士法に規定により記載すべき利害関係はない。 

以上

 

以上 


